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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラー移動端末（１０）の位置特定を必要とするアシスタンスサービスを配信するよ
うに意図されたサーバ（２１、２２、２３）への前記端末（１０）の接続方法であって、
　前記移動端末（１０）が、前記アシスタンスサービスを配信する前記サーバ（２１、２
２、２３）に、該アシスタンスサービスへの接続要求（１）を送信するステップと、
　前記移動端末（１０）が、前記接続要求に対応するコンテンツを該移動端末（１０）に
送信する目的で、前記アシスタンスサービスを配信するように意図された前記サーバ（２
１、２２、２３）にとって有用な情報（４）も前記サーバ（２１）に送信するステップで
あって、前記有用な情報（４）は、前記移動端末（１０）に含まれる位置情報の関数とし
て求められる、有用な情報も前記サーバに送信するステップとを含み、
　前記接続要求（１）は、前記サーバ（２１、２２、２３）によって識別されるようにな
っているデータを含み、前記データは、前記有用な情報が前記移動端末（１０）によって
前記サーバ（２１、２２、２３）に送信されることを前記サーバ（２１、２２、２３）に
示すことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記移動端末（１０）が、該移動端末に含まれる位置情報（２）をロケーションサーバ
（８０）に送信するステップと、
　前記ロケーションサーバ（８０）が、アシスタンスサービスを配信するように意図され
た前記サーバ（２１、２２、２３）にとって有用な情報に前記位置情報（２）を変換し、
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該有用な情報（３）を前記移動端末（１０）に送信するステップと
　を含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記位置情報（２）は、前記移動端末（１０）に記録されている情報である、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記位置情報は、前記移動端末（１０）が位置するセルラー移動電話ネットワーク（１
００）のセルを識別する情報である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動端末（１０）は、前記有用な情報を含む接続要求をロケーションサーバ（８０
）に送信する、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記有用な情報（３）は、前記移動電話（１０）の地理的位置座標を含む、請求項１か
ら請求項５までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記移動端末（１０）が、前記アシスタンスサービスを配信するように意図された前記
サーバ（２１、２２、２３）に前記有用な情報（４）を送信するステップと、
　前記サーバ（２１）が、前記有用な情報（４）を処理し、該有用な情報（４）に応じた
コンテンツ（５）を前記移動電話（１０）に送信するステップと
　を含む、請求項１から請求項６までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記有用な情報（４）に応じた前記コンテンツ（５）を受信する権限が前記アシスタン
スサービス（２１、２２、２３）に与えられていることを、前記ロケーションサーバ（８
０）が検証するステップ
　を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記移動端末（１０）は、該移動端末（１０）のデータチャネルを介して前記有用な情
報（４）を送信する、請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記移動端末（１０）が、該移動端末（１０）の位置情報の前記送信を前記ユーザに提
案するウィンドウ（１２）をスクリーン（１１）上に表示する予備ステップであって、前
記ユーザが前記提案を容認又は拒否することができ、該ユーザが該提案を容認する場合に
のみ、前記有用な情報（４）の送信のステップが実行される、前記予備ステップを含む、
請求項１から請求項９までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　セルラー移動端末（１０）の位置特定を必要とするアシスタンスサービスを配信するサ
ーバ（２１、２２、２３）に接続されるようになっている前記セルラー移動端末（１０）
であって、
　該端末（１０）は、
　該移動端末（１０）が、前記アシスタンスサービスを配信するサーバ（２１、２２、２
３）に、前記アシスタンスサービスへの接続要求（１）を送信するステップと、
　該移動端末（１０）が、前記接続要求（１）に対応するコンテンツを該移動端末（１０
）に送信する目的で、前記サービスサーバ（２１）にとって有用な情報（４）も前記サー
バ（２１、２２、２３）に送信するステップであって、前記有用な情報（４）は、前記移
動端末（１０）に含まれる位置情報の関数として求められる、前記有用な情報（４）も前
記サーバ（２１）へ送信するステップと
　を実行するようにプログラミングされている処理手段を備え、
　前記処理手段は、前記サーバ（２１、２２、２３）によって識別されるようになってい
るデータを含む要求を前記端末が前記サーバに送信するようにプログラミングされており
、
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　前記データは、前記有用な情報が前記移動端末によって前記サーバに送信されることを
該サーバ（２１、２２、２３）に示すことを特徴とする、セルラー移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動電話通信の分野に関する。
【０００２】
　詳細には、本発明は、移動電話のユーザに提供されるアシスタンスサービスに関する。
ここで、これらのアシスタンスサービスは、移動電話の位置特定を必要とする。
【０００３】
　たとえば、これらのアシスタンスサービスによって、ユーザは、移動電話が位置する地
理的ゾーンに関する情報（旅程、最も近いレストラン、映画館、スポーツセンター等）を
取得することが可能になる。
【背景技術】
【０００４】
　図１に示されるように、ユーザが、移動電話ネットワーク１００を介してアシスタンス
サービス（たとえば、ｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）サービス）に接続するために自身の移動
電話ＭＳ１０を使用するときに、移動端末１０は、接続要求（１）をアクセスゲートウェ
イ２０へ送信する。アクセスゲートウェイ２０（たとえば、ｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）サ
ーバ）は、次に、移動電話の位置特定の処理手続をトリガする。
【０００５】
　この目的のために、アクセスゲートウェイ２０は、移動電話ロケーション要求（２）を
、移動電話ネットワークのロケーションプラットフォーム３０に送信する。ロケーション
プラットフォーム３０は、次に、移動電話への通話のルーティング期間中に行われる検索
プロセス（ページング）と類似した移動電話１０の位置特定のプロセスをトリガする。
【０００６】
　ロケーションプラットフォーム３０は、ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）に問い
合わせする（３）。ＨＬＲは、移動電話１０が自身を指し示した在圏ロケーションレジス
タ（ＶＬＲ）の最新の番号を含む。
【０００７】
　ロケーションプラットフォーム３０は、位置が特定される移動電話の加入者の国際移動
加入者識別番号（ＩＭＳＩ）をＶＬＲに送信する（４）。
【０００８】
　移動サービス交換局（ＭＳＣ）４０は、ユーザが位置するロケーションエリア（ＬＡ）
の複数の基地局制御装置（ＢＳＣ）６０及び複数の基地局（ＢＴＳ）をＶＬＲ５０のコマ
ンド（５）に関連付け、その結果、基地局ＢＴＳ７０は、ページングチャネル（ＰＣＨ）
でユーザページング信号（６）を放射する。このページング信号は、位置が特定される移
動電話のＩＭＳＩを含む。
【０００９】
　ページング信号（６）に応答して、移動電話１０は、デジタルシグナリングチャネル又
はランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）で、最も近い基地局ＢＴＳ７０に信号（７）を
送信する。移動電話１０によって放射されたこの応答信号（７）は、その電話を識別する
情報を含む。
【００１０】
　基地局ＢＴＳ７０は、自身が関連付けられているＢＳＣ６０に移動電話の応答を転送し
、ＢＳＣ６０は、移動電話１０が位置するセルの参照子(references)（セルＩＤ）をロケ
ーションプラットフォーム３０に送信する（８）。
【００１１】
　ロケーションプラットフォーム３０は、セルの参照子を移動電話の地理的位置座標に変
換し、その地理的位置座標をアクセスゲートウェイ２０へ送信する（９）。移動電話１０
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のユーザが自身の位置を知らせることに同意した場合、ゲートウェイ２０は、関係してい
るサービスプロバイダ２１、２２、又は２３に地理的座標を送信する（１１）。
【００１２】
　したがって、サービスプロバイダ２１、２２、又は２３は、移動電話１０の地理的座標
を処理することができ、移動電話１０に、これらの座標にふさわしいコンテンツを送信す
る（１２）ことができる。
【００１３】
　これらのアシスタンスサービスの１つの欠点は、これらのサービスへのアクセスが比較
的長く、その結果、ユーザに待ち時間が生じることである。特に、ページングによる位置
特定処理手続には、約１５秒を要する。
【００１４】
　さらに、位置特定処理手続は、ＰＣＨチャネル及びＲＡＣＨチャネルで移動電話と基地
局との間の一連のやり取りを必要とする。その結果、位置特定処理手続は、移動端末のＧ
ＰＲＳチャネルによるデジタルパケットの送信の中断を伴う。したがって、ナビゲーショ
ンが、ユーザにとって流れるようなプロセス（fluid process）ではない。
　米国特許出願公開２００４／１４７２６８号、米国特許出願公開２００３／１５７９４
２号、英国特許出願公開２　３５３　９１９号、及びＰＣＴ国際公開ＷＯ００／２９９７
９は、それぞれ請求項１の前提部分及び請求項１１の前提部分による方法と端末を開示す
る。
【００１５】
　本発明の１つの目的は、移動端末の位置特定を必要とするアシスタンスサービスにアク
セスするのに必要な時間を削減することである。
【００１６】
　この目的のために、本発明は、
　セルラー移動端末の位置特定を必要とするアシスタンスサービスを配信するように意図
されたサーバへの端末の接続方法であって、
　移動端末が、アシスタンスサービスを配信するサーバに、当該アシスタンスサービスへ
の接続要求を送信するステップと、
　移動端末が、接続要求に対応するコンテンツを当該移動端末に送信する目的でアシスタ
ンスサービスを配信するように意図されたサーバが利用可能な情報もサーバに送信するス
テップであって、有用な情報は、移動端末に含まれるロケーションの関数(function)とし
て求められる、有用な情報もサーバに送信するステップと
　を含むことを特徴とする、接続方法を提案する。
【００１７】
　移動端末は、サーバが所望のコンテンツを端末に送信できるように、必要な有用情報を
サービスプロバイダのサーバに送信し、その結果、移動電話ネットワークによる移動端末
の検索プロセスの実行が不要になる（ページングプロセスがなくなる）。
【００１８】
　ところで、有用な情報は、端末で利用可能な位置情報から求めることができる情報であ
る。
【００１９】
　本発明の方法は、端末がアシスタンスサービスとの接続を確立するのに必要な時間を削
減するのに使用される。
【００２０】
　さらに、本発明の接続方法は、端末のデータチャネルを介するデータ送信を中断する必
要がない。
【００２１】
　本発明の接続方法では、接続要求は、サーバによって識別されるようになっているデー
タを含み、上記データは、有用な情報が移動端末によってサーバに送信されることをサー
バに示す。
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【００２２】
　本発明の一実施の形態では、接続方法は、
　移動端末が、移動端末に含まれる位置情報をロケーションサーバに送信するステップと
、
　ロケーションサーバが、アシスタンスサービスを配信するように意図されたサーバが利
用可能な情報に位置情報を変換し、上記有用な情報を移動端末に送信するステップと
　を含む。
【００２３】
　そのような接続方法では、位置情報を、移動端末に記録されている情報とすることがで
きる。
【００２４】
　特に、位置情報を、移動端末が位置するセルラー移動電話ネットワークのセルを識別す
る情報とすることができる。
【００２５】
　接続方法の一実施の形態では、移動端末は、有用な情報を含む接続要求をロケーション
サーバに送信する。
【００２６】
　接続方法の一実施の形態では、有用な情報は、移動電話の地理的位置座標を含む。
【００２７】
　本発明の一実施の形態では、接続方法は、
　移動端末が、アシスタンスサービスを配信するように意図されたサーバに有用な情報を
送信するステップと、
　サーバが、有用な情報を処理し、当該有用な情報に応じたコンテンツを移動電話に送信
するステップと
　を含む。
【００２８】
　本発明の一実施の形態では、接続方法は、
　有用な情報に応じたコンテンツを受信する権限がアシスタンスサービスに与えられてい
ることを、ロケーションサーバが検証するステップ
　を含む。
【００２９】
　接続方法の一実施の形態では、移動端末は、当該移動端末のデータチャネルを介して有
用な情報を送信する。
【００３０】
　本発明の一実施の形態では、接続方法は、
　移動端末が、当該移動端末の位置情報の送信をユーザに提案するウィンドウをスクリー
ン上に表示する予備ステップであって、ユーザが提案を容認又は拒否することができ、当
該ユーザが当該提案を容認する場合にのみ、有用な情報の送信のステップが実行される、
予備ステップを含む。
【００３１】
　本発明は、請求項１１に記載のセルラー移動端末にさらに関する。
【００３４】
　他の特徴及び利点は、以下の説明から明らかになる。以下の説明は、限定ではなく、単
なる例示であり、添付図面を参照して読まれるべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　図２に示すように、本発明の方法の第１の実施形態によれば、移動電話ネットワーク１
００は、ＧＳＭ－ＧＰＲＳネットワークである。セルラー移動電話１０は、ＧＳＭ音声チ
ャネル又はＧＰＲＳデータチャネルによって移動電話ネットワーク１００と通信するよう
になっている移動電話である。特に、移動電話１０は、ｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）サービ
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スにアクセスするようになっている。
【００３６】
　セルラー移動電話１０のユーザは、移動電話ネットワーク１００を介して、移動電話１
０の位置特定を必要とするｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）サービスに接続することを望んでい
ると仮定する。一例として、ユーザは、「すぐ近くのレストラン(Nearby restaurants)」
の提案を選択する。
【００３７】
　ユーザは、自身の移動電話１０でｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）メニューを選択する。ｉ－
ｍｏｄｅ（登録商標）メニューの選択は、移動電話１０のブラウザを介して、アプリケー
ションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）プログラムの実行をトリガする。この
ＡＰＩプログラムは、以下のステップを含む。
【００３８】
　第１のステップでは、移動電話１０は、サーバ２１、２２、又は２３の１つに移動電話
の地理的位置を送信することをユーザに提案するウィンドウ１２（ポップアップウィンド
ウ）をスクリーン１１上に表示する。サーバ２１、２２、２３は、サービスプロバイダに
よって管理されたサーバである。
【００３９】
　ウィンドウは、「あなたの地理的位置を知らせることに同意しますか？(Do you agree 
to communicate your geographical position?)」というタイプのメッセージを含む。ユ
ーザは、次に、表示された応答、すなわち、「はい」又は「いいえ」のいずれかを選択す
ることができる（図３）。
【００４０】
　第２のステップでは、ユーザが「はい」の提案を選択する場合に、移動電話１０は、サ
ーバ２１、２２、又は２３のうちの１つに接続要求１を送信する。
【００４１】
　接続要求１は、サーバ２１によって識別されるように適合されたデータを含むヘッダだ
けでなく、サーバ２１、２２、又は２３のうちの１つに含まれるページのＵＲＬアドレス
も含むｈｔｔｐ形式の要求である。このデータは、移動端末１０の位置が、移動端末２１
によってサーバ２１に送信されることをサーバ２１に示すものである。
【００４２】
　これらのデータを識別した後は、サーバ２１は、移動電話１０の位置を特定するプロセ
スをトリガしない。
【００４３】
　第３のステップでは、移動電話１０のブラウザは、電話１０の位置情報を求める。位置
情報は、移動電話１０が位置するセルラー移動電話ネットワーク１００のセルを識別する
情報（セルＩＤ情報）である。この情報は、移動電話１０に知られており、移動電話のソ
フトウェアレイヤ(software layer)に記録されている。
【００４４】
　第４のステップでは、移動電話１０のブラウザは、セルＩＤ情報を含む位置要求２を生
成する。移動電話１０は、ネットワーク１００のロケーションサーバ８０に位置要求２を
送信する。
【００４５】
　第５のステップでは、ロケーションサーバ８０は、位置要求２を処理する。ロケーショ
ンサーバ８０は、セルＩＤ情報がどのサーバ２１、２２、又は２３にあてられているのか
を判断する。
【００４６】
　この第５のステップは、サービスプロバイダの権利及びユーザの権利をチェックするス
テップである。
【００４７】
　ロケーションサーバ８０は、たとえばサーバ２１が関連付けられているサーバプロバイ
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ダに、移動電話１０の位置に関する情報を取得する権限が与えられていることを検証する
。また、ロケーションサーバ８０は、移動電話１０が自身の位置に関する情報を取得する
権限を与えられていることも検証する。
【００４８】
　第６のステップでは、ロケーションサーバ８０は、要求２に含まれる位置情報を移動電
話１０の地理的位置座標（Ｘ，Ｙ）に変換する。
【００４９】
　第７のステップでは、ロケーションサーバ８０は、地理的位置座標（Ｘ，Ｙ）（３）を
移動電話１０に送信する。
【００５０】
　第８のステップでは、移動電話１０は、ロケーションサーバ８０から受信した地理的位
置データ（Ｘ，Ｙ）４をサーバ２１へ送信する。
【００５１】
　第９のステップでは、移動電話１０が位置する地理的ゾーンに応じたコンテンツ（旅程
、最も近いレストラン、映画館、スポーツセンター等）を移動電話１０に送信するために
、座標（Ｘ，Ｙ）がサーバ２１によって処理される。
【００５２】
　第１０のステップでは、サーバ２１は、対応するコンテンツ５を移動電話１０に送信す
る。
【００５３】
　ユーザが第１のステップで「いいえ」の応答を選択する場合、移動電話１０は、第１１
のステップを直接実行する。この第１１のステップでは、移動電話１０は、ｈｔｔｐサー
バ２１、２２、又は２３のうちの１つに接続要求１を送信する。この接続要求１は、後の
ステップで移動電話１０の位置が移動電話によって送信されることをサーバ２１に示すデ
ータを含むヘッダを含んでいない。
【００５４】
　この第１１のステップの結果として、サーバ２１は、移動電話１０の位置特定の従来の
プロセスをトリガすることができる。この従来のプロセスは、従来技術のプロセス（たと
えば、ページングプロセス）と同一である。
【００５５】
　今説明した接続方法では、移動電話１０が位置する移動電話ネットワークのセルを識別
するのは移動電話１０自身である。したがって、移動電話の位置特定に必要な有用情報を
供給するのはネットワークではない。したがって、この位置特定方法は、どのロケーショ
ンプラットフォームも必要としない。
【００５６】
　ところで、コンテンツプロバイダ２１、２２、２３は、移動端末１０の位置を特定する
ことをネットワークに依頼しない。
【００５７】
　このような接続方法では、第３のステップ、第４のステップ、第５のステップ、第６の
ステップ、第７のステップ、及び第８のステップが約６秒又は７秒を要すると見積もられ
る。
【００５８】
　これらのステップの期間中、移動電話１０は、ロケーションサーバ８０に接続されてい
る。移動電話のＧＰＲＳデータチャネルによる移動電話１０とロケーションサーバ８０と
の間のデータの交換は中断されない。
【００５９】
　移動電話１０によってロケーションサーバ８０に送信された位置情報は、必ずしも移動
電話１０の地理的位置座標（Ｘ，Ｙ）で構成されるとは限らない情報にロケーションサー
バ８０によって変換され得ることに留意されたい。ロケーションサーバ８０は、位置情報
を、例えば高度に変換することもできるし、サービスプロバイダが適切なコンテンツを移
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動電話に送信するために任意のタイプの有用な情報に変換することもできる。
【００６０】
　ところで、ユーザが２つの動作モードで移動電話１０を構成(configure)できるように
アレンジ（arrange）することもできる。
【００６１】
　ユーザは、移動電話１０の「位置を特定する権限を有する」第１の動作モードを選択す
ることができる。この場合、移動電話１０は、移動電話の地理的位置をロケーションサー
バ８０に送信することをユーザに提案するポップアップウィンドウ１２をスクリーン１１
上に表示する第１のステップを常に実行する。位置情報は、ユーザが権限を与えた場合に
のみロケーションサーバに送信される。
【００６２】
　或いは、ユーザは、移動電話１０の「自動位置特定を有する」第２の動作モードを選択
することもできる。この場合、移動電話１０は、第１のステップを実行せず、ウィンドウ
を表示しない。位置情報は、移動電話１０によってロケーションサーバ８０に自動的に送
信される。
【００６３】
　図４は、接続方法の第２の可能な実施形態を示している。
【００６４】
　この第２の実施形態では、移動端末１０が、地理的位置の座標（Ｘ，Ｙ）を求めるよう
になるために、セルラー移動電話１０に全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機が装備され
る。この実施形態では、移動電話１０は、当該移動電話１０の地理的位置座標（Ｘ，Ｙ）
を含む位置情報を含んだ接続要求をロケーションサーバ８０に送信する。
【００６５】
　その結果、移動電話１０によって供給された位置情報は、すでに、サーバ２１、２２、
２３によって使用可能な座標の形態にあるので、ロケーションサーバ８０は、この情報を
変換する必要はない。
【００６６】
　この第２の実施形態では、ｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）メニューの選択によって、以下の
ステップを含むアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）プログラム
の実行が、移動電話１０のブラウザを介してトリガされる。
【００６７】
　第１のステップでは、移動電話１０は、サーバ２１、２２、又は２３のうちの１つに移
動電話の地理的位置を送信することをユーザに提案するウィンドウ１２（ポップアップウ
ィンドウ）をスクリーン１１上に表示する。サーバ２１、２２、２３は、サービスプロバ
イダによって管理されたサーバである。
【００６８】
　ウィンドウは、「あなたの地理的位置を知らせることに同意しますか？」というタイプ
のメッセージを含む。ユーザは、表示された応答、すなわち、「はい」又は「いいえ」の
いずれかを選択することができる（図３）。
【００６９】
　第２のステップでは、ユーザが「はい」の提案を選択した場合に、移動電話１０は、移
動電話１０の地理的位置座標（Ｘ，Ｙ）を求める。この座標を求める動作は、例えばＧＰ
Ｓ受信機等の測位手段(positioning means)が移動電話１０に装備されているときに可能
である。
【００７０】
　第３のステップでは、移動電話１０は、サーバ２１、２２、又は２３のうちの１つに接
続要求１を送信する。
【００７１】
　接続要求１は、移動電話１０の地理的位置（Ｘ，Ｙ）を識別するデータだけでなく、サ
ーバ２１、２２、又は２３のうちの１つに含まれるページのＵＲＬアドレスも含むｈｔｔ
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ｐ形式の要求である。
【００７２】
　これらのデータを識別した後は、サーバ２１は、移動電話１０の位置を特定するプロセ
スをトリガしない。
【００７３】
　第４のステップでは、移動電話１０が位置する地理的ゾーンに応じたコンテンツ（旅程
、最も近いレストラン、映画館、スポーツセンター等）を移動電話１０に送信するために
、地理的位置座標（Ｘ，Ｙ）がサーバ２１によって処理される。
【００７４】
　第５のステップでは、サーバ２１は、対応するコンテンツ５を移動電話１０に送信する
。
【００７５】
　第１のステップの期間中にユーザが「いいえ」の応答を選択した場合、移動電話１０は
、第６のステップを実行する。この第６のステップでは、移動電話１０は、ｈｔｔｐサー
バ２１、２２、又は２３のうちの１つに接続要求１を送信する。この接続要求１は、移動
電話１０の地理的位置（Ｘ，Ｙ）を含んでいない。
【００７６】
　この第６のステップの結果として、サーバ２１は、移動電話１０の位置を特定する従来
のプロセスをトリガできる。この従来のプロセスは、従来技術のプロセス（たとえば、ペ
ージングプロセス）と同一である。
【００７７】
　ところで、ユーザが２つの動作モードで移動電話１０を構成できるようにアレンジする
ことができる。
【００７８】
　ユーザは、移動電話１０の「位置を特定する権限を有する」第１の動作モードを選択す
ることができる。この場合、移動電話１０は、移動電話の地理的位置をコンテンツプロバ
イダに送信することをユーザに提案するポップアップウィンドウ１２をスクリーン１１上
に表示する第１のステップを依然として実行する。位置情報は、ユーザが権限を与えた場
合にのみコンテンツプロバイダに送信される。
【００７９】
　或いは、ユーザは、移動電話１０の「自動位置特定を有する」第２の動作モードを選択
することもできる。この場合、移動電話１０は、第１のステップを実行せず、ポップアッ
プウィンドウを表示しない。位置情報は、コンテンツプロバイダ２１、２２、又は２３に
自動的に送信される。
【００８０】
　例えば次のソース、すなわち、セルＩＤ、ＧＰＳ、Ａ－ＧＰＳ、セルＩＤ＋ＮＭＲ，セ
ルＩＤ＋ＴＡ、又はセルＩＤ＋ＴＡ＋ＮＭＲのうちの１つ等、移動電話１０がいくつかの
測位ソースを有するようにアレンジできることに留意されたい。この場合、移動電話のブ
ラウザは、最も適切な（最も正確又は最も高速な）測位手段を選択するようにプログラミ
ングされ得る。この場合、移動電話１０は、選択された測位ソースを識別する情報及び関
連した位置情報をロケーションサーバ８０に送信する。ところで、ロケーションサーバ８
０は、上記情報から測位ソースを識別し、上記情報から移動電話の地理的座標を推定する
手段を含む。
【００８１】
　いずれにしても、セルＩＤのセル識別情報は、移動電話で利用可能であり、位置情報と
して使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】すでに述べたように、従来技術によるアシスタンスサービスへの接続方法のさま
ざまなステップを概略的に表す図である。
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【図２】本発明の第１の実施形態によるアシスタンスサービスへの接続方法のさまざまな
ステップを概略的に表す図である。
【図３】接続方法の実行中に移動端末のスクリーン上に表示されるポップアップウィンド
ウを概略的に表す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態によるアシスタンスサービスへの接続方法のさまざまな
ステップを概略的に表す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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